
ラ
一
、
七
貫
八
百
目

滑
川
御
蔵
相
建
申
御
入
用
、
焼
失
ニ
付

相
建
申

天
保
八
年

ロ
一
、
百
三
拾
目
七
分
九
厘

金
谷
御
屋
敷
御
修
覆

ノ
一
、
拾
壱
貫
八
匁
七
分
四
厘

竹
之
御
間
建
修
理

竹
之
御
間
建
修
理

�
�
�
�
�
�
�

天
保
九
年

ロ
一
、
拾
四
貫
九
百
五
拾
八
匁
五
分
三
厘

金
谷
御
殿
品
々
出
来

ツ
一
、
弐
貫
五
百
三
拾
目
八
分
弐
厘

蓮
池
御
用
所
并
御
輿
置
所
相
建

ツ
一
、
七
百
壱
匁
弐
分
四
厘

同
所
御
門
外
御
鎖
口
番
等
詰
所
出
来

ロ
一
、
七
拾
壱
匁
弐
分
九
厘

�
�
�
�
�
�
�
�

真
龍
院
様
向
山
へ
御
出
ニ
付
御
橋
等

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ロ
一
、
弐
百
四
十
四
匁
三
分

金
谷
御
殿
塵
芥
箱
等
出
来

ソ
一
、
帳
ナ
シ弐
拾
壱
貫
六
百
九
拾
七
匁
三
分
四
厘
越
中
境
御
関
所
建
修
理

ナ
一
、
弐
貫
八
百
四
拾
目

�
滑
川
御
高
札
場
等
類
焼
ニ
付
建
直
し
御

入
用

ナ
一
、
壱
貫
目

�
同
所
御
蔵
番
人
御
貸
家
右
同
断

ラ
一
、
弐
拾
九
貫
九
百
目

�
同
所
御
蔵
類
焼
ニ
付
建
直
し
三
筋

○

ナム�
一
、
四
百
五
拾
五
匁
五
分
九
厘

�
小
杉
御
高
札
場
類
焼
ニ
付
建
直
し

ナ�ラ
一
、
五
貫
八
百
三
拾
五
匁
三
分
七
厘

○
能
州
飯
田
村
御
蔵
建
直
し

○

ロ�
一�
、
九�
百�
四�
拾�
八�
匁�
壱�
分�
九�
厘�

真
龍
院
様
御
道
筋
御
修
覆

ヤ
一
、
拾
弐
貫
七
百
三
拾
六
匁

如
来
寺
両
院
再
建

―７５ ―
（
二
四
）



「（
貼
紙
）文

政
十
一
年
」

ロ
一
、
壱
貫
九
百
拾
四
匁

金
谷
御
広
式
屋
ね
御
修
覆

文
政
十
二
年

ウ
一
、
弐
貫
四
百
九
拾
四
匁
六
分
七
厘

○・
竹
沢
御
屋
敷
雪
下
シ
御
入
用

ウ
一
、
六
貫
六
百
九
拾
弐
匁
壱
分
八
厘

伏
木
御
土
蔵
所
替
御
入
用

ウ
一
、
三
拾
七
匁
六
分
七
厘

鶴
林
寺
雪
下
シ

ウ
一
、
三
拾
九
匁
五
分
六
厘

竹
沢
御
鎮
守
雪
下
シ

ウ
一
、
九
貫
弐
百
九
拾
七
匁
七
分
三
厘

御
城
中
雪
下
シ

ウ
一
、
弐
拾
七
匁
六
分
五
厘

外
作
事
方
雪
下
シ

ウ
一
、
四
貫
六
百
八
拾
六
匁
七
分
三
厘

寺
社
方
所
々
雪
下
シ

天
保
元
年

ワ
一
、
四
貫
四
百
八
拾
六
匁
弐
分
壱
厘

福
浦
并
狼
煙
御
武
具
土
蔵
新
出
来

ナ�ヰ
一
、
弐
拾
四
貫
弐
百
拾
七
匁
五
分
三
厘

竹
沢
御
建
物
御
取
畳
御
入
用

天
保
二
年

ツヰ�
一
、
弐
貫
百
拾
壱
匁
七
分
三
厘

公
事
場
�
屋
狭
間
等
御
修
覆

ナ
一
、
拾
五
貫
百
八
拾
九
匁
八
分
五
厘

魚
津
三
浦
又
蔵
御
貸
屋
焼
失
ニ
付
出
来

御
入
用

ナ
一
、
壱
貫
三
百
三
拾
五
匁
五
分

同
所
御
高
札
場
焼
失
ニ
付
出
来

﹇
１－

２
﹈（
２４
×
６４．５
cm
、
二
枚
貼
継
）

天
保
三
年

ワ
一
、
三
貫
五
百
九
十
弐
匁
九
分
三
厘

ヲ奥納
戸
御
土
蔵
建
修
里

レ
一
、
七
拾
壱
貫
四
百
六
拾
壱
匁
七
分
四
厘
黒
津
舟
御
再
建
并
仮
小
屋
御
入
用
ヤ
シ
キ

ノ
一
、
六
貫
四
百
四
十
三
匁
四
分
六
厘

御
居
間
書
院
建
修
理

天
保
四
年

ロ
一
、
四
百
壱
匁
三
分
九
厘

金
谷
御
居
宅
御
修
覆

ロ
一
、
三
貫
七
百
八
拾
三
匁
三
分
弐
厘

同
所
仮
雪
垣
新
出
来

チ
一
、
拾
五
貫
五
百
五
拾
目

セ
ン
キ
土
清
水
搗
蔵
火
事
損
建
修
里

子
一
、
四
貫
三
百
五
拾
目

越
中
大
岩
日
石
寺
仁
王
門
相
立

天
保
五
年

ロ
一
、
八
百
弐
匁
七
分
八
厘

金
谷
御
屋
敷
御
修
覆

ソ
一
、
八
貫
六
百
七
匁

ヲ
細
工
所
役
所
建
直
し

ム�ラ
一
、
弐
貫
百
三
拾
五
匁
壱
分
九
厘

○
能
州
輪
嶋
御
塩
蔵
所
カ
ヘ
相
建
御
入
用

ラ
一
、
拾
五
貫
六
百
弐
匁
三
分
弐
厘

○
越
中
滑
川
西
御
蔵
類〔焼
〕
失
ニ
付
四
間
ニ
二

十
間
壱
筋
相
建

弐
筋

�
�

天
保
六
年

ロ
一
、
三
百
四
拾
弐
匁
六
分
弐
厘

�
金
谷
御
屋
敷
所
々
雪
下
シ

ウ
一
、
三
貫
六
百
四
拾
三
匁
八
分
弐
厘

�
御
城
中
所
々
雪
下
シ

ロ
一
、
百
弐
拾
弐
匁
三
厘

金
谷
御
屋
敷
御
修
覆

ウ
一
、
九
百
五
拾
九
匁
六
分
五
厘

竹
沢
御
屋
敷
所
々
雪
下
シ

天
保
七
年

ワ
一
、
弐
貫
三
百
目

高
岡
瑞
龍
寺
宝
蔵
建
替

﹇
１－
５
﹈（
２４
×
６５
cm
、
二
枚
貼
継
）

ノ
一
、
七
貫
七
百
七
十
四
匁
五
分

御
キ帰
城
前
御
次
内
御
修
覆

但
シ
折
上
之
間
ヲ（
カ
）

敷
台
後
廊
下
御
見
物
所
後

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

廊
下
等

�
�
�

―７６ ―
（
二
三
）



四�
十�
七�
貫�
弐�
百�
三�
十�
七�
匁�
五�
分�
壱�
厘�

滑
川
御
蔵
壱
筋

五
十
三
貫
七
十
弐
匁
八
分
八
厘

ム
一
、
弐
拾
三
貫
五
百
七
拾
弐
匁
八
分
八
厘

七
貫
九
百
七
拾
目
五
分
六
厘

遠
所
御
蔵
建
直
シ
所
替
等

�

作
事
関
係
の
建
物
修
築
経
費
の
年
次
別
書
上
（
文
化
１１
〜
天
保
９
年
）

﹇
１－

６
﹈（
１６
×
６
cm
）

ル
一
、
弐
拾
五
貫
目

石
川
御
櫓

建
直
し

（下欠）

一
、
拾
四
貫
四
拾
目

如
来
寺

﹇
１－

６
﹈（
２６
×
６
cm
）

セ
ン
キ

ワ
一
、
六
貫
五
百
三
拾
六
匁
弐
分

御
普
請
会
所
土
蔵
新
出
来

文
化
十
二
年

﹇
１－

９
﹈（
２４
×
６２
cm
、
二
枚
貼
継
）

文
政
元
年

文
政
二
年

ヨ
一
、
三
拾
三
貫
八
百
七
拾
五
匁
八
分
弐
厘
御
楽
屋 ナ

マ
リ
鉛銅�

屋
ね
葺
替
御
入
用

タ
一
、
七
拾
七
貫
八
百
拾
六
匁

陽
広
院
様
御
霊
堂

タ
一
、
三
貫
三
百
八
拾
壱
匁
六
分
弐
厘

右
同
断
御
棟
上
御
規
式

文
政
三
年

ヲ
一
、
六
百
目

御
算
用
場
之
内
御
仕
法
所
建
出
シ

〔
直
カ
〕

ヲ
一
、
壱
貫
百
目

右
同
所
定
検
地
役
所
建
替

文
政
四
年

ワ
一
、
五
貫
七
百
九
十
三
匁
七
分
八
厘

金
谷
御
広
式
御
土
蔵
御
修
覆

ワ
一
、
八
貫
九
百
六
十
九
匁
弐
分
壱
厘

二
之
御
丸
切
手
御
門
脇
御
土
蔵
相
建

ク
一
、
五
拾
四
貫
百
拾
七
匁
五
分
三
厘

高
岡
古
御
城
御
門
等
御
修
覆

ワト�
一
、
弐
拾
六
貫
五
百
六
匁
弐
分
七
厘

玉
泉
院
様
丸
御（「
具
土
」脱
）

武
蔵
相
建

ソ
一
、
五
貫
弐
百
七
拾
五
匁
八
分
七
厘

高
岡
町
会
所
相
建

文
政
五
年

文
政
六
年

一
、
八
貫
四
百
五
十
四
匁
三
分
四
厘

竹
沢
御
殿
御
普
請
用
材
木

玉
泉
院
様
丸
お
ひ
て
木
割

ロ
一
、
八
貫
八
百
八
拾
目
七
分
九
厘

金
谷
御
屋
敷
御
表
廻
御
取
畳

文
政
七
年

レ
一
、
五
拾
九
貫
四
百
九
拾
九
匁
六
分
壱
厘
学
校
御
鎮
守
御
造
営
御
入
用

文
政
八
年

一
、

六�
貫�
七�
拾�
四�
匁�
八�
分�
壱�
厘�

竹�
沢�
御�
屋�
敷�
御�
修�
覆�
御�
入�
用�

ソ
一
、
拾
六
貫
七
百
三
拾
六
匁
五
分
五
厘

会
所
役
所
立
替

ツ
一
、
四
貫
三
百
弐
拾
弐
匁
四
分
壱
厘

竹
沢
綿
羊
小
屋
金
谷
江
移
替

一
、
拾�
六�
貫�
七�
百�
三�
拾�
六�
匁�
�
�

会�
所�
役
所
建�
替�
御�
入�
用�

ヲ
一
、
九
貫
六
百
七
拾
弐
匁
五
分
弐
厘

瑞
龍
寺
塔
司
亀
占
庵
建
直
し

﹇
１－
３
﹈（
２４
×
６４
cm
、
二
枚
貼
継
）

ツ
一
、
弐
貫
百
四
拾
目
壱
分

公
事
場
�
屋
御
修
覆

ツ
一
、
弐
貫
五
百
七
拾
七
匁
三
分
八
厘

右
同
断

ヲ
一
、
七
貫
三
百
七
拾
壱
匁
九
厘

繁
久
寺
庫
裏
建
直
し

―７７ ―
（
二
二
）



リ
一
、
五�
拾�
貫�
目�

（
カ
）
七

瑞
龍
寺
御
法
事

ヌ
一
、
五
貫
目

外
御
殿
桐
之
間
銅
屋
根
被
仰
付
候
御
入
用

外

ル
一
、
弐
拾
五
貫
目

石
川
御
櫓
建
直
シ
等

外

ヲ
一
、
三
拾
六
貫
八
拾
三
匁
六
分
壱
厘

如
来
寺
庫
裏
建
直
シ

桃
雲
寺
庫
裏
建
直
シ

」

名
倉
氏
採
取
文
書

﹇
１－

１
﹈（
２４
×
６５
cm
、
二
枚
貼
継
）

�三

�三

�二

�九

�九

�四

ワ
一
、
弐
拾
弐
貫
弐
百
九
拾
三
匁
五
分
壱
厘 （

後
筆
）

「
二
」

二
之
御
丸
切
手
御
門
脇
御
土
蔵
相
建
遠�

所
御
土
蔵
等
建
直
等

�
�
�
�
�
�
�
�

三�
拾�
八�
貫�
九�

八�

五�

六�

九�

（
後
筆
）

「
一
」
御
普
請
会
所
土
蔵
新
出
来

（
後
筆
）

「
三
」
福
浦
ノ
ロ
シ（
後
筆
）

「
三
ノ
二
」
�
セ
御
武
具
土
蔵
相
建

（
後
筆
）

「
八
」

（
後
筆
）

「
四
」
金
谷
御
広
式
御
土
蔵
御
修
覆
五
貫
七
百
九
十
三
匁
七
分
八
厘

三�
十�
六�
貫�
九�
百�
廿�
弐�
匁�
八�
分�
七�
厘�

惣
〆
四
十
二
貫
七
百
十
六
匁
六
分
五
厘

（
後
筆
）

「
五
」
高
岡
瑞
龍
寺
宝
蔵

（
後
筆
）

「
六
」
宝
形
ヲ
ト
ソ

（
後
筆
）

「
七
」
奥
納
戸
土
蔵
建
修
理

カ
一
、
弐
拾
五
貫
百
目

セ御
神
忌
ニ
付
御
宮
、
神
護
寺
御
修
覆

ヨ
一
、
三
拾
三
貫
八
百
七
拾
五
匁
八
分
弐
厘
外御

楽
屋
鉛
屋
根
フ
キ
カ
ヘ

タ
一
、
七�
拾�
七�
貫�
八�
百�
拾�
六�
匁�

八
拾
貫
八
百
九
拾
七
匁
六
分
弐
厘

外陽
広
院
様
御
霊
堂
等
相
建

レ
一
、
百
三
拾
貫
九
百
六
拾
壱
匁
三
分
五
厘
外学

校
御
鎮
守
御
造
営
、
黒
津
舟
御
再
建

并
仮
屋

ソ
一
、
四�
拾
七�
貫
四
拾
目
八
分
九
厘

入会
所
役
所
并
御
細
工
所
建
替
、
境
御
関

所
建
修
覆
セ
ン
キ
、
高
岡
町
会
所
建
替

五

二

三
百
十
六
匁
七
分
六
厘

ツ
一
、
拾�
弐�
貫�
弐�
百�
七�
拾�
壱�
匁�
九�
分�
弐�
厘�

外竹
沢
綿
羊
小
屋
、
金
谷
ヘ
移
カ
ヘ
、
公

事
場
�
屋
等
御
修
覆
并
ゴ
キ
サ
マ
御
修

覆
、
蓮
池
御
コ
シ
置
所
御
用
分
相
建

十
四
貫
三
百
八
十
三
匁
六
分
五
厘

子
一
、
四
貫
三
百
五
拾
目

外大
岩
日
石
寺

仁
王
門

ナ
一
二
十
四
貫
二
百
十
七
匁
五
分
三
厘

、
十
六
貫
五
百
丗
五
匁
五
分

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

外竹
沢
御
取
畳
御
入
用

二
十
貫
八
百
弐
十
目
六
分
四
厘

一
、
魚
津
三
浦
又
蔵

御
か
し
屋
出�
火�
焼
失
付
出
来

二
、
同
所
御
高
札
場
焼
失
同
断

三
、
小
杉
御
高
札
場
焼
失
ニ
付
建
直
し

四
、
滑
川
高
札
場
焼
失
建
直
し

五
、
同
所
番
人
御
か
し
や
共

ラ
一
、
六
拾
六
貫
三
百
弐
拾
弐
匁
九
分
六
厘

�
�
�
�

輪
島
御
蔵
所
か
へ

遠
所
御
蔵
等
焼
失
ニ
付
相
建
等
滑
川
御

蔵
焼
失
ニ
付
建
直
し
、
三
筋
カ
能
州
飯

田
村
御
蔵
建
直
し

―７８ ―
（
二
一
）



検
討
し
た
結
果
、

（
１
）
作
事
関
係
の
建
物
修
築
経
費
の
総
括
記
録
（
文
化
〜
天
保
年
間
）

１－

４

→

１
―
１

（
２
）
作
事
関
係
の
建
物
修
築
経
費
の
年
次
別
書
上
（
文
化
１１
〜
天
保
９
年
）

１－
６

→

１
―
９

→

１－

３

→

１
―
２

→

１
―
５

の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
ま
め
る
こ
と
が
妥
当
と
推
考
さ
れ
た
の
で
、
紹
介
は

上
記
の
配
列
で
行
っ
た
。
２
番
目
以
下
の
封
筒
に
は
、
文
化
年
間
か
ら
天
保
年
間

の
城
内
お
よ
び
城
外
建
造
物
の
造
営
費
用
、
部
材
・
内
装
の
購
入
手
続
等
に
関
す

る
算
用
記
録
、
藩
関
係
作
事
に
雇
用
さ
れ
た
大
工
・
絵
師
・
飾
金
具
職
人
な
ど
に

関
す
る
支
払
記
録
や
、
納
品
し
た
商
人
た
ち
の
請
取
状
等
が
多
数
含
ま
れ
て
い

た
。
城
内
建
物
の
再
建
・
修
築
年
次
や
修
築
経
費
を
記
録
し
た
部
分
に
、
新
発
見

の
事
実
が
含
ま
れ
て
お
り
、
今
後
の
金
沢
城
調
査
研
究
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重

要
な
も
の
と
い
え
る
。
さ
き
に
刊
行
し
た
文
化
六
〜
七
年
の
二
ノ
丸
御
殿
再
建
の

記
録
『
御
造
営
方
日
並
記
』
と
関
連
す
る
内
容
も
散
見
さ
れ
る
。
名
倉
氏
の
解
読

原
稿
は
一
二
〇
枚
以
上
あ
り
、
今
後
、
原
本
校
合
と
復
元
作
業
を
併
行
し
て
す
す

め
、
仮
目
録
等
の
作
成
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

３
、
史
料
紹
介

・
史
料
の
翻
刻
に
あ
た
り
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
で
表
記
し
た
が
、
一
部
、
変

体
仮
名
や
近
世
古
文
書
独
特
の
略
体
・
異
体
の
文
字
を
使
用
し
た
。

・
本
文
書
に
は
朱
筆
と
抹
消
点
が
多
数
あ
り
、
そ
の
注
記
を
細
か
く
行
う
と
煩
雑

と
な
る
の
で
、
朱
書
き
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
ア
ミ
か
け
を
施
し
、
抹
消
点
は

左
に
「
�
�
」
で
示
し
た
。

�

作
事
関
係
の
建
物
修
築
経
費
の
総
括
記
録
（
文
化
〜
天
保
年
間
）

﹇
１－

４
﹈（
２４
×
６５．５
cm
、
二
枚
貼
継
）

イ
一
、
九
百
九
拾
目
四
分

御
城
方
桐
箱

ロ
一
、
五
拾
貫
九
百
六
十
九
匁
九
分
八
厘

六
拾
八
貫
七
百
六
拾
三
匁
七
分
六
厘

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

外金
谷
御
取
畳
并
御
修
覆
等
住
居
替
ト
モ

文
化

七
年

御
仏
間

（
カ
）

国
本
智
光
院
へ
や

文
化
十
四
年

御
屋
敷
屋
ね
御
修
覆
ス
テ
ヽ
カ
ヘ

文
政

四
年

金
谷
御
広
式
御
土
蔵
御
修
覆

同

五
年

御
表
廻
御
畳
か
へ
等

文
政
十
一
年

金
谷
御
広
式
屋
ね

天
保

四
年

仮
雪
垣
等

同

五
年

御
修
覆

ハ
一
、
弐
拾
弐
貫
九
百
八
拾
三
匁
六
分

外御
規
式
御
能
御
用

ニ
一
、
五
拾
七
貫
目

外越
後
屋
敷
御
建
物
相
建

ホ
一
、
四
拾
三
貫
七
百
目

外七
拾
間
御
長
屋
等
建
修
理

同
所
ツ
ヽ
キ
玉
蔵

三

八

弐

�

�

�

外

ヘ
一
、
五
拾
貫
九
百
五
拾
目

鼡
多
御
門
建
修
理

金
谷
御
門

三
拾
八
貫
九
百
五
拾
目

�
�
�
�
�
�
�
�
�

外

ト
一
、
三
拾
七
貫
五
百
六
匁
弐
分
七
厘

此
分
ワ
印
入
ル
也

鼡
多
御
門
続
御
武
具
土
蔵
等

玉
泉
院
様
御
丸
御
武
具
土
蔵

土
清
水
塩
硝
蔵
相
建
、

外
土
清
水
塩
硝
搗
蔵
建
直
シ

チ
一
、
三
拾
四
貫
四
百
四
拾
壱
匁
三
分
三
厘
相
建
并
々�
直�
シ�
火�
事�
損�
ニ�
付�
建�
直�
し�
共�

同
所
蔵
火
事
損
ニ
付
建
修
理

―７９ ―
（
二
〇
）



金
沢
城
作
事
所
に
関
す
る
断
簡
資
料
（
１
）

―
名
倉
氏
採
取
襖
下
張
文
書（
金
沢
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
蔵
）―

木
越

隆
三

１
、「
名
倉
氏
採
取
襖
下
張
文
書
」
発
見
に
至
る
経
緯

一
九
七
三
年
頃
、
当
時
金
沢
大
学
法
文
学
部
四
年
生
で
あ
っ
た
名
倉
慎
一
郎
氏（
史

学
科
国
史
専
攻
）
が
、
金
沢
市
内
の
旧
御
小
人
町
に
あ
っ
た
下
宿
の
襖
の
下
張
り
の

中
か
ら
古
文
書
を
発
見
し
た
。
そ
れ
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
「
名
倉
氏
採
取
襖
下
張

文
書
」
と
命
名
し
た
古
文
書
で
あ
る
。
名
倉
氏
は
金
沢
大
学
史
学
科
の
井
上
鋭
夫
教

授
の
指
導
の
も
と
、
プ
ー
ル
で
水
に
さ
ら
し
た
の
ち
丁
寧
に
は
が
し
、
当
時
史
学
科

助
手
で
あ
っ
た
西
節
子
氏（
中
野
節
子
助
教
授
）ら
の
指
導
の
も
と
解
読
し
た
結
果
、

金
沢
城
の
作
事
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
こ
の
事
は
当
時
、
新
聞
記
事

に
取
り
上
げ
ら
れ
話
題
に
な
っ
た
が
、
や
が
て
、
こ
の
史
料
の
存
在
は
次
第
に
忘
却

さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
襖
下
張
文
書
は
、
金
沢
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
の
所
有
と
な

り
、
日
本
史
研
究
室
で
保
管
さ
れ
て
い
た
。
東
京
大
学
文
学
部
の
吉
田
伸
之
教
授
ら

に
よ
る
、
加
賀
藩
江
戸
本
郷
邸
の
発
掘
調
査
に
関
連
し
た
絵
図
・
文
献
調
査
が
一
九

八
四
年
か
ら
始
ま
る
と
、
こ
の
襖
下
張
文
書
の
存
在
を
知
っ
た
杉
森
哲
也
氏
・
宮
崎

勝
美
氏
ら
が
、
本
資
料
の
所
在
等
に
つ
い
て
調
査
し
、
静
岡
県
で
教
職
に
つ
い
て
い

た
名
倉
氏
よ
り
、
こ
の
襖
下
張
文
書
の
解
読
原
稿
を
入
手
し
て
い
る
。
し
か
し
、
史

料
原
本
の
行
方
ま
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
本
文
書
の
存
在
は
公
表
さ
れ
な
い

ま
ま
一
五
年
以
上
の
歳
月
を
経
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
名
倉
氏
の
解
読
原
稿
を
所
持
し
て
い
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授

宮
崎
勝
美
氏
が
、
金
沢
城
調
査
研
究
（
絵
図
・
文
献
）
専
門
委
員
会
委
員
に
就
任
さ

れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
こ
の
襖
下
張
文
書
は
金
沢
城
造
営
に
関
す
る
重
要
資
料
で
あ

る
こ
と
か
ら
原
本
の
所
在
を
調
べ
て
も
ら
え
な
い
か
と
、
二
〇
〇
三
年
、
金
沢
城
研

究
調
査
室
へ
依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
金
沢
城
研
究
調
査
室
で
は
、
解
読
原
稿
の

コ
ピ
ー
を
も
と
に
関
係
者
に
聞
き
取
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
金
沢
大
学
文
学
部
日
本

史
研
究
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
二
〇
〇
四
年
四
月
、
金
沢
大
学
の
笠
井
純

一
教
授
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
の
で
、
同
年
九
月
、
金
沢
城
調
査
研
究
（
絵
図
・
文

献
）
専
門
委
員
会
に
よ
る
史
料
調
査
が
、
金
沢
大
学
文
学
部
の
協
力
を
得
て
実
施
さ

れ
た
。
こ
の
史
料
紹
介
は
、
こ
の
史
料
調
査
を
踏
ま
え
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
調
査

に
協
力
頂
い
た
、
笠
井
純
一
教
授
・
中
野
節
子
助
教
授
な
ら
び
に
日
本
史
研
究
室
の

学
生
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
原
本
調
査
に
参
加
し
た
絵
図
・
文
献
専
門

委
員
・
室
員
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

脇
田
修
（
委
員
長
）
・
田
畑
勉
・
宮
崎
勝
美
・
中
野
節
子
（
以
上
、
専
門
委
員
）

木
越
隆
三
・
石
野
友
康
（
以
上
金
沢
城
研
究
調
査
室
員
）

２
、
名
倉
氏
採
取
襖
下
張
文
書
の
概
要

「
名
倉
氏
採
取
襖
下
張
文
書
」
は
い
ず
れ
も
断
簡
史
料
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
を
一

点
の
文
書
と
す
る
か
確
定
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
、
ま
だ
調
査
途
上
に
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
史
料
点
数
は
約
一
〇
〇
点
と
概
数
で
示
す
ほ
か
な
い
。
二
〇
〇
四
年
九
月

の
調
査
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
１０
個
の
封
筒
に
入
れ
ら
れ
た
現
況
の
ま
ま
、
仮
の

撮
影
（
デ
ジ
タ
ル
）
を
行
い
、
解
読
原
稿
と
の
対
照
を
行
う
に
止
ま
っ
た
。
今
後
、

現
状
の
封
筒
ご
と
に
付
さ
れ
た
整
理
番
号
を
尊
重
し
つ
つ
、
断
簡
文
書
相
互
の
関
連

を
探
り
、
出
来
る
だ
け
元
の
古
文
書
復
元
に
つ
な
が
る
分
類
を
目
指
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
許
さ
れ
た
紙
面
の
中
で
最
初
の
封
筒
に
収
納
さ
れ
た

１０
点
の
断
簡
史
料
の
中
か
ら
７
点
選
び
紹
介
し
た
。
１０
点
の
断
簡
に
、
１－

１
か
ら

１－

１０
ま
で
の
整
理
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
、
原
本
と
照
合
し
、
内
容
を

【
資
料
紹
介
】

―８０ ―
（
一
九
）




